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一般競争入札公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により，次のとおり一般競争

入札（以下「入札」という。）を行う。

令和６年４月23日

県立大島病院長 石神 純也

１ 入札に付する事項

⑴ 工事名

塔屋ヒートポンプチラー2号機更新工事

⑵ 工事に関する仕様

仕様書のとおり。

⑶ 履行期限

令和７年３月31日（月）

⑷ 履行場所

仕様書のとおり。

２ 契約条項を示す日時及び場所（入札説明書等の配布）

⑴ 日時 令和６年４月23日（火）

⑵ 場所 県立大島病院総務課

鹿児島県奄美市名瀬真名津町18番１号

３ 入札に参加する者に必要な資格

⑴ 鹿児島県建設工事入札参加資格審査要綱（平成８年鹿児島県告示第1402号）に基づ

く入札参加資格審査に合格している建設業者（格付業種「管」に限る）

⑵ 上記⑴のうち，格付けがＡである業者に限る。

４ 入札及び開札の日時及び場所等

⑴ 入札書の提出

ア 提出期限

令和６年５月16日（木） 午後５時

イ 提出場所

県立大島病院総務課

鹿児島県奄美市名瀬真名津町18番１号

⑵ 開札

ア 日時 令和６年５月17日（金）

イ 場所 県立大島病院 ２階講堂 午前11時30分
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５ 入札保証金及び契約保証金

⑴ 入札保証金

入札書の提出期限までに，見積もった契約金額の100分の５以上の金額（現金に代

え，政府の保証のある債権，契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支

払保証した小切手，契約担当者が確実と認める金融機関が引受け保証し若しくは裏書

きした手形又は郵便為替証書）を納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに

該当する場合は，入札保証金の納付が免除される。

なお，入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には契約締結後還付す

る。

ア 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に県

を被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約に係る保険証

券を提出したとき。

イ 入札に参加しようとする者が過去２箇年の間に国（公団及び独立行政法人を含

む。）又は地方公共団体と，この入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じ

くする事項に係る契約を２回以上にわたって締結し，かつ，これらをすべて誠実に

履行したことを証する書面を提出したとき（その者が落札した場合において，契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）

⑵ 契約保証金

契約担当者が指定する日時までに，契約金額の100分の10以上の金額（現金に代え，

政府の保証のある債権，契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保

証した小切手，契約担当者が確実と認める金融機関が引受け保証若しくは裏書きした

手形又は郵便為替証書）を納付すること。ただし，次のア又はイのいずれかに該当す

る場合は，契約保証金の納付が免除される。

なお，契約保証金は，契約履行後還付する。

ア 契約の相手方が契約保証金以上の金額につき，保険会社との間に県を被保険者と

する契約保証保険契約を締結し，当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出した

とき。

イ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

６ 最低制限価格

設定しない。

７ 入札の無効

次の⑴から⑻までのいずれかに該当する入札は，無効とする。

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

⑵ ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札

⑶ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

⑷ 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札

書による入札

⑸ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書によ
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る入札

⑹ 民法（明治29年法律第89号）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者

が認めた場合の入札

⑺ 送付，電報又は伝送の方法による入札

⑻ その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札

８ 落札者の決定の方法

有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込み

をしたものを落札者とする。

９ 契約書案等の提出

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案並びに

消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を提出しなけ

ればならない。

10 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称並びに問合せ先

県立大島病院 総務課

鹿児島県奄美市名瀬真名津町18番１号

電話番号 0997-52-3611


